
   

 

○契約業者取扱要領における技術的難易度等の運用について 

 

平成17年10月7日 国港総第240号、国港建第134号 

最終改正 令和6年12月23日 国港総第528号、国港技第84号 

港湾局総務課長、建設課長から 

各地方整備局総務部総括調整官、港湾空港部長あて 

 

 

「契約業者取扱要領」（昭和５５年１２月１日付け港管第３７２２号。以下「取扱要領」と

いう。）における港湾土木工事及び港湾等しゅんせつ工事に関する予定金額及び技術的難易

度の取り扱いは、当面の間、下記のとおり取り扱うこととしたので通知する。 

また、技術的難易度については、「請負工事成績評定基準の制定について」（平成１３年３

月３０日付け国港建第１１１号）における「工事技術的難易度評価実施基準」に準拠して算

定するものとする。 

なお、「契約事務取扱要領における工事の指名基準にかかる技術的難易度の運用について」

（平成１５年３月２８日付け国港管第１２２７号、国港建第２２８号）は廃止する。 

 

記 

 

１．取扱要領の第１６条第１項、同条第２項における港湾土木工事及び港湾等しゅんせつ工

事 

条項等     予定金額           技術的難易度 等級区分 

第１６条第１項 ２億４千万円以上 

２億９千万円未満       Ⅳ～Ⅵ    Ｂ→Ｂ＋Ａ又はＡ 

第１６条第１項 ８千万円以上１億円未満    Ⅳ～Ⅵ    Ｃ→Ｃ＋Ｂ又はＢ 

第１６条第２項 ２億９千万円以上 

３億４千万円未満       Ⅰ～Ⅲ    Ａ→Ａ＋Ｂ又はＢ 

第１６条第２項 １億円以上１億２千万円未満  Ⅰ～Ⅲ    Ｂ→Ｂ＋Ｃ又はＣ 

 

２．取扱要領の第１７条第３項、同条第４項における港湾土木工事及び港湾等しゅんせつ工

 事 

条項等     予定金額           技術的難易度 等級区分 

第１７条第３項 ２億４千万円以上 

２億９千万円未満       Ⅳ～Ⅵ    Ｂ→Ｂ＋Ａ又はＡ 

第１７条第３項 ８千万円以上１億円未満    Ⅳ～Ⅵ    Ｃ→Ｃ＋Ｂ又はＢ 

第１７条第４項 ２億９千万円以上 

３億４千万円未満       Ⅰ～Ⅲ    Ａ→Ａ＋Ｂ又はＢ 

第１７条第４項 １億円以上１億２千万円未満  Ⅰ～Ⅲ    Ｂ→Ｂ＋Ｃ又はＣ 



   

 

 

附 則 

１ この通知は、平成１７年１０月１４日以降に入札手続を開始する工事から適用する。 

２ 技術的難易度の算定にあたっては、国土技術政策総合研究所で運営管理している工事・

調査評価システム（ＣＲＥＳ）により行うものとする。 

 附 則（令和６年１２月２３日国港総第５２８号、国港技第８４号） 

 この通知は、令和７年４月１日以降に契約を締結する工事から適用する。ただし、令和７

年３月３１日までの契約締結を見込み、入札公告を行った工事は除く。 

 

 

（参考）港湾土木工事及び港湾等しゅんせつ工事 

 

 

 

（億円）
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